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Ⅳ 学生生活

１．学籍番号・学生証

○学籍番号（ 年度入学 既修者の例）

○学生証

＊学生証は在学期間中同じものを使用します。常に携帯し、破損・紛失の無いように注意してください。

＊学生証の氏名欄（表面）に油性のペンで氏名を楷書で記入してください。学生証の貸与は禁止します。

＊有効年度を表示した裏面シールがないものは無効となります。

＊紛失、破損・汚損または磁気・ＩＣ不良となった場合は再交付が必要となります。法科大学院事務所に申し出
てください（紛失・破損・汚損による再交付の場合は再発行手数料 円、およびカラー写真 縦
×横 が必要）。

＊学生証は、本学の学生としての身分がなくなると同時に効力を失います。離籍時には速やかに法科大学院事
務所に学生証を返還してください（修了時に、学生証と引き換えに学位記を授与します）。

２．個人情報の変更

在学中、本人・保護者等・学費負担者など、大学に届け出ている個人情報に変更があった場合は、直ちに
法科大学院事務所にて変更手続をしてください（住所、電話番号、携帯電話番号、本人名義口座は

にて変更）。

＊個人情報は、早稲田大学「個人情報の保護に関する規則」により扱います。

○○早早稲稲田田大大学学ににおおけけるる個個人人情情報報のの取取りり組組みみににつついいてて

【 】

３．各種証明書

○オンライン申請で発行する証明書

にログインし、「証明書発行（オンライン申請）」メニューより証明書発行申請を行ってください。

種類 受取方法

在 学 証 明 書 （和文・英文）

・コンビニエンスストア

・学内の証明書発行機

・郵送での受け取り

・デジタル証明書（ ）のオンライン送付

成 績 証 明 書 （和文・英文）

Ｇ Ｐ Ａ 証 明 書 （和文・英文）

修 了 見 込 証 明 書 （和文・英文）

成績・修了見込証明書 （和文・英文）

修 了 証 明 書 （和文・英文）
修了月の 日 月 日、 月 日 以降に発行可能

成 績 ・ 修 了 証 明 書 （和文・英文）
修了月の 日 月 日、 月 日 以降に発行可能

健 康 診 断 証 明 書 （和文）
・学内の証明書発行機

学 割 証 （和文）（無料）

通 学 証 明 書 （和文）（無料） ・学内の証明書発行機またはコンビニエンスストア

＜証明書の申請から受取までの流れ＞【【 】】

申請方法・受取方法・料金等の詳細は右記 コードからご確認ください。

＊申請から受取までに時間がかかる可能性がありますので時間に余裕をもって申請してく
ださい。

＊証明書の有効期限は、一般的に発行日より３か月以内ですので注意してください。

＊学割証（学校学生生徒旅客運賃割引証）について
学割証は、 の路線で片道が キロメートルを超える区間を利用する場合についてのみ利用すること
ができます。学割証は１日で４枚、１年間で 枚を限度として交付します。年度内にこの枚数を超えて発行
を希望する場合は、法科大学院事務所まで申し出てください。学割証の有効期間は、発行日から３か月です。

 

‐‐   Ａ：研究科コード（本研究科は ）
Ｂ：入学年度（西暦下 桁）
Ｃ：個人番号（未修者： ～、既修者： ～）
Ｄ：チェックデジット（ ）※番号確認用の数字

                              
 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ  
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＊通学証明書について
ＪＲ、私鉄、地下鉄および都営交通の通学定期券の購入には、紙の通学証明書は不要です。学生証の裏面

が通学証明書となっていますので、発売窓口に学生証を提示してください。民間バス会社の通学定期券を

購入する際に必要な通学証明書は、オンラインで申請可能です。

○法科大学院事務所にて発行する証明書

種類

その他手書きの証明書等

調査書（大学院受験用等）

＊法科大学院事務所での発行に必要なもの･･･学生証（修了生は身分証明書※修了後に改姓・改名された
場合、有効期限内の身分証明書に加えて、戸籍抄本も必要となります。）、発行手数料。

＊事務所での証明書の発行の場合、１週間程度の時間がかかることがあります。

４．学費等

○ 年度入学者学費 （単位：円）

納入期 入学金

学費等

合計

入学課程

授業料
実験

演習料

諸会費 ３
年
標
準

２
年
短
縮

学生健康増進

互助会費

学会費

入会金 年会費

第
１
年
度

入学時 注 注

秋学期 － －

計

第
２
年
度

春学期 － －

秋学期 － －

計 － －

第
３
年
度

春学期 － －

秋学期 － －

計 － －

注１ 本学、本学大学院の在学、卒業、修了または退学者が入学する場合、入学金が免除されます。

注２ 早稲田大学法学会。入学時納入金の学会費入会金については、本学法学部、大学院法学研究科、大学
院法務研究科に在籍したことにより、既に法学会に入会している場合は免除となります。

＊入学金、学会費入会金については、入学時のみの納入となります。

＊３年次選択科目の臨床法学教育、エクスターンシップについては、科目履修時に別途宿泊費・交通費等の
実費が発生することがあります。

＊他大学出身は、修了する年度の最終学期に校友会費（ 円）が加算されます（修了後 年分）。

＊未進級の場合の学費は、巻末「大学院における学費等の取扱いに関する細則（抜粋）」により定められます。

＊延長生（４年生以上）の年間学費は、下表の通りです。

内 訳 春学期分 秋学期分

授 業 料

修了に必要な総単位数から、前年度秋学期終了時ま

でに取得した総単位数を差し引いた単位数

４単位以下 →当年度３年生の春学期所定額の ％

５単位以上 → 同 春学期所定額

修了に必要な総単位数から当年度春学期までに取

得した総単位数を差し引いた単位数

４単位以下→当年度３年生の秋学期所定額の ％

５単位以上 → 同 秋学期所定額

実験演習料 ６０ ０００円 ６０ ０００円

学会費 年会費 １ ０００円 １ ０００円

学生健康増進互助会費 １ ５００円 １ ５００円

合 計 上記の合計額 上記の合計額
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○納入期限

早稲田大学における学費の納入方法は、原則として口座振替です。各期の振替予定日は次の通りで、事前

（前月の 日前後）に口座振替のご案内を「学費負担者」宛に送付します（ただし、未進級者等の学費は、

下記の予定日よりも２カ月後に振替えられます）。

春学期分 ５月５日（入学２年目以降） 秋学期分 １０月５日

学費納入が著しく遅れると抹籍になる場合があります（詳細は、８．学籍異動 ③退学 を参照）。やむを得

ずそのような事態が予想される場合は、予め法科大学院事務所に相談してください。修了要件には学費の納

入も含まれます。修了時に所定の学費が未納である場合は、修了保留の状態となり、一定の期間経過の後、

抹籍となります。

○学費負担者の変更

「口座振替の案内」等、学費に関するお知らせは、すべて入学時に届け出た「学費負担者」宛に送付されます。

「学費負担者」を変更する場合には、法科大学院事務所まで届け出てください。

○学費用振替口座の変更

本学 サイトの「学費等の納入について」のページをご確認ください。

【 】

５．奨学金

奨学金には「給付」と「貸与」のものがあり、本専攻の在学生が応募可能な奨学金は、以下のように大別さ

れます。奨学金制度に関する情報は、『 （奨学金情報誌）』でお知らせしますので、熟読したうえで、

所定の期間内に手続きを行ってください。

学内奨学金（給付） 学外奨学金

・稲門法曹奨学金

・大隈記念奨学金

・小野梓記念奨学金

・各種指定寄付奨学金 ・日本学生支援機構奨学金（貸与）

・民間団体奨学金（給付・貸与）

６．教育訓練給付金

教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者、または被保険者であった方が、厚

生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練費用の一定の割合額（上限あり）をハロ

ーワークから支給する制度です。

本専攻の２年短縮課程は、「専門実践教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座」の指定を受けておりま

す。教育訓練給付金の受給を希望する場合は、各自で必要な手続きを所定の期限内に行ってください。なお、

教育訓練給付金の受給資格確認手続きは、本専攻が定めた受講開始日（入学年度の 月 日）の 週間

前までに行う必要があります。

本制度および受給資格、支給申請手続等の詳細については、右記 コードから厚生労

働省 サイトの「教育訓練給付制度」を参照してください。
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７．施設

①法科大学院事務所（早稲田キャンパス・ 号館 階）

【事務取扱時間】

通常授業期間中 月曜～金曜日： １０ ００～１６ ００

＊大学が休日と定めている日は、閉室となります。

＊事務取扱時間が変更になる場合は、別途周知します。

② 号館 教室等案内図

③個人ロッカー

本専攻では、在学中（貸与期間：入学式当日～修了式当日）に使用可能な個人ロッカー（ダイヤル式）を

貸与します（１人１台）。ロッカー内には金銭や貴重品を保管することなく、毎回使用後は必ず施錠をするよう

にしてください。物品の毀損・盗難について、本専攻は一切の責任を負いません。ロッカーの管理責任はあくま

でも各個人にありますが、万が一、盗難等にあった場合は、速やかに本専攻に報告してください。

また貸与期間中は同じ個人ロッカーを使用することになりますが、ロッカー自体はその後も引き続き次の入

学者が使用するものですので、丁寧に扱ってください（破損等の場合は、修理実費を請求することがあります）。

貸与期間の終了日（修了式当日）までに利用を終了し、原状復帰の上、返却してください。

＊貸与期間に変更がある場合は、「早稲田大学法科大学院教育研究支援システム（ ）」で案内します。

④自習室・グループ学習室

小野梓記念館（ 号館）および周辺に、自習室およびグループ学習室があります。自習室のキャレルには

有線 ポート・電源が設置されており、自分のノートパソコンを持ち込むことも可能です。
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⑤図書館／法律文献情報センター

○中央図書館

早稲田大学学生、大学院生、教職員を対象にサービスを提供しています。研究書庫内に

は、地下２階に閲覧個室があります。詳細は中央図書館にお問合せください。

【 】

○高田早苗記念研究図書館（２号館３階）

本図書館は早稲田キャンパス内の（社会科学系）研究図書館で、その主な利用対象であ

る教員、大学院生にサービスを提供しています。詳細は直接お問合せください。

【 】

○法律文献情報センター（８号館５階）

本図書館は早稲田キャンパス内の（法学系）研究図書館で、その主な利用対象である教員、大学院生にサ

ービスを提供しています。詳細は直接お問合せください。

：０３ ５２８６ １８０５（直通）

８．学籍異動（休学・留学・退学・抹籍・再入学・９月修了等）

在学中の学籍上の異動については、法科大学院事務所に相談してください。

①休学

病気その他の理由で、引き続いて２か月以上授業（試験を含む）に出席することができない場合は、まず、

法科大学院事務所に相談してください。休学には、 ）本専攻教務主任との面接、 ）「休学願」（保護者等連

署）および休学の根拠となる書類等の提出、 ）運営委員会の承認が必要になります。

＊春学期休学は春学期分のみ、秋学期休学は秋学期分のみ、休学扱いの学費対応となります。

学期 （春学期）休学 （秋学期）休学

休学期間 ～ ～

申請期限

休学願提出期限
月 日以降の申請は不可 月 日以降の申請は不可

申請日 ～ ～ ～ ～

学費等

春学期 全額納入

秋学期 全額納入

（内訳）在籍料 円＋学生健康増進互助会費 円

＊入学と同時に休学する場合は、原則として休学を開始する学期の学費等は全額納入となります。

＊大学の制度としては、休学は１学期単位ですが、本専攻では進級判定や科目配当の都合上、原則として、

連続する２学期間（１年間）での休学となります。ただし、最高学年は修得単位を確認のうえ、１学期単位で

の休学を認める場合があります。

＊申請日とは、本専攻教務主任との面接を経た上で、「休学願」に学生・保護者等が記入・捺印の上、本専攻

に提出する日です。なお各申請最終日が事務所閉室日となる場合は、各申請期間内の事務所最終開室日

が申請締切日となります。

申請締切日間近に法科大学院事務所に相談された場合、面接や「休学願」の提出が申請期間内に終わら

なくなる可能性があります。そのような場合、休学が認められなくなってしまいますので、時間に余裕をもって

ご相談ください。

＊休学願の提出時期によっては、口座振替処理日程の関係で、一時的に所定額が請求される場合がありま

す。休学が運営委員会で正式に承認され、徴収すべき金額と実際の振替金額に差額が生じた場合は、後

日、本学経理課より返金されます。
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②留学

外国の大学またはこれに相当する高等教育機関に１学期あるいは１学年相当期間在学し、教育を受けるこ
とを条件に留学が認められる場合があります。
また、在学中に留学できる期間は原則として１学期あるいは１年間ですが、特別な事情がある場合についての
み、留学期間の延長または再留学が認められる場合があります。
本専攻の留学制度については、 頁の「８．留学等の制度および単位認定」に詳細を記しています。

③退学

退学が運営委員会にて承認された後、学生本人および保護者等宛に通知文をお送りします。

（ア）任意退学
自ら退学を願い出た場合、運営委員会等の承認を経て、任意退学を認めることがあります。
任意に退学しようとする場合は、まず、法科大学院事務所に相談してください。
任意退学は、以下の手続きが必要となります。
本専攻教務主任との面接

以下の書類等の提出・返却
①「退学願」 保護者等連署
②「再入学制度等に関する確認書」
③「学生証」（返却）
※ その他、試験用貸与六法や貸与教材等を返却。

運営委員会の承認

◎学期の途中で退学する場合でも、その学期の学費を納める必要があります（下表参照）。

学期 春学期 秋学期

申請日
月 日

～ 月 日

月 日

～ 月 日

月 日

～ 月 日

月 日

～ 月 日

退学日 前年度 月 日
申請日または

月 日
月 日

申請日または

月 日

当該学期の学費等の徴収（注） なし あり なし あり

＊学費等の内訳は、授業料、実験演習料及び諸会費です。
（注）入学初学期に退学する場合は、申請日によらず当該学期の学費等は全額徴収となります。

＊申請日とは、本専攻教務主任との面接を経た上で、学生・保護者等が記入・捺印した「退学願」を本専
攻に提出する日です。なお各申請最終日が事務所閉室日となる場合は、各申請期間内の事務所最終開
室日が申請締切日となります。

＊退学願の提出時期によっては、口座振替処理日程の関係で、一時的に所定額が請求される場合があり
ます。退学が運営委員会で正式に承認され、徴収すべき金額と実際の振替金額に差額が生じた場合は、
後日、本学経理課より返金されます。

（イ）措置退学
以下の場合は、運営委員会等の議を経て、措置退学となります。

）所定の在学年数を満了した場合

）各研究科が定める一の学年から次の学年へ進むための要件を満たすべき期間を過ぎた場合

）正当の理由がなく、各研究科が定める出席基準を満たさない場合

）学業を怠り、各研究科が定める必要単位数を一定期間内に満たさない場合

）学費未納の場合
学費未納の場合は、以下の通り自動的に抹籍となり、学費が納入されている最終学期の末日に遡って
措置退学とみなします。学費未納期間の学籍および成績は無効になります。

自動的に抹籍となる日
措置退学とみなす日

延納願未提出者 延納願提出者

春学期学費が未納の場合 ９月２０日 １月１０日 前年度３月３１日

秋学期学費が未納の場合 ３月３１日 翌年度７月１日 ９月２０日

（ウ）懲戒退学
本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した場合は、懲戒退学になることがあります。 
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④再入学

下表（「再入学の許可の可否について」）において、「許可されることがある。」に分類される理由で退学し

た者が再入学を願い出た場合、成業の見込みがあるか選考を行い、再入学の可否を決定します。

○再入学の許可の可否について

退学の種類 許可の可否

任意退学 許可されることがある。

措置退学

所定の在学年数を満了した場合 許可されない。

学部、大学院等が定める一の学年から次の学年へ

進むための要件を満たすべき期間を過ぎた場合
許可されない。

正当の理由がなく、各学部、大学院等が定める出席

基準を満たさない場合
許可されることがある。

学業を怠り、各学部、大学院等が定める必要単位数

を一定期間内に満たさない場合
許可されることがある。

学費未納により措置退学とみなされた場合 許可されることがある。

懲戒退学

原則として許可されない。

※懲戒による退学処分に付された日から起算

して２年を経過した者からの申し出によ

り、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込

みがあると認められた場合には例外的に再

入学を許可されることがある。

（備考）・退学した日の属する学期の翌学期に再入学することはできません。

・再入学を許可された場合、在学時に修得した科目の全部または一部を再度履修する場合があります。

・再入学は１度限りとします。

○再入学の許可期限

再入学が認められる期限は、退学した年度の翌年度から起算して、５年となります。

○再入学の申請手続き

再入学を希望する場合は、遅くとも再入学を希望する学期開始日の３か月前までに法科大学院事務所

までご相談ください。

⑤９月修了

事前の申請により、延長生（標準修業年限を超えた者）は、当該年度の春学期を終えた時点で修了要件を

満たす場合に９月１５日付で修了することができます。９月修了の申請手続きについては例年４月頃に教育研

究支援システムにて案内しますので、希望者は注意してください。

※申請期間中に手続きを行わない場合、９月修了を行うことはできません。

９．早稲田大学法学会

早稲田大学法学会は、１８９６年１１月の都下法律学校連合大討論会に起源を発し、１９２２年６月に設立さ

れました。同年１０月『早稲田法学」第一巻が創刊され、以来９０巻余におよぶ早稲田法学の金字塔がうちた

てられるにいたっています。とともに、１９３３年、別に『早稲田法学会誌」も創刊され、広く学生諸君にも、研究

発表の場が与えられるようになりました。

かくて、教員・校友・学生が三位一体となって、学問的気風をたかめるとともに、相互の親睦をはかるという

本会の目的は、爾来、約１００年間にわたる会員諸氏の努力により、今や、みごとに達せられ、さらに、その発展

も約束されています。

毎年、法学会大会が開催されるほか、修了の際には、法学会より成績優秀者（５名）の表彰がなされます。

また、法学会は、「法務研究科承認学生研究活動団体」（教育研究支援システム参照）の活動を補助してい

ます。
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．懲戒処分について

早稲田大学大学院学則第 条に「学生が、本大学の規約に違反し、または学生の本分に反する行為が

あったときは懲戒処分に付することがある。」と定められています。本学の懲戒処分としては、重い順に「退学」

「停学」「訓告」の 種があります。「停学」の場合には、以下の「停学処分に伴う措置」が取られます。

 学生証の所属箇所での保管
 登校の禁止（オンライン講義を含む受講、研究活動等は禁止となる）
 課外活動および体育各部の活動の禁止
 早稲田大学の諸施設（図書館、学生会館等）の利用禁止
 停学期間中の科目登録の禁止
 学内奨学金の一部または全額返還。ただし、日本学生支援機構奨学金や民間財団等の奨学金は、日
本学生支援機構や当該財団等の定めによる。

※「訓告」「退学」の場合にも、給付済の奨学金の一部または全額の返還を求めることがあります。

懲戒処分に付されると、修業年限内での修了が困難になることもありえます。守るべきルールを常に認識し、

学生生活を送ってください。
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Ⅴ 各種情報

１．大学からの連絡事項

①掲示板

大学からの伝達事項は、掲示または （ 、教育研究支援システム）、 メールを中心

に行いますので、常にこれらを注意するようにしてください。本専攻の掲示板は、小野梓記念館（ 号館）各

階にあります。

②早稲田大学法科大学院教育研究支援システム（ ）

授業に関係する事項を中心にお知らせします。

③

（ ）では、 メール（④参照）や、 、科目登録

申請･確認、成績照会等のサービスを行っています。また、大学から個人への連絡事項を掲載することもあります。

④ メール

早稲田大学の学生には、全員専用のメールアドレスが与えられます。入学後は、速やかに個人アドレスを取

得し、各自の設定を行ってください。なお、科目登録結果や個人へのお知らせ等、大学からメールで連絡する

場合は、すべてこのメールアドレスを使用します。また、修了後も生涯アドレスとして利用できます。

⑤郵送・電話

住所、電話番号（携帯電話含む）に変更があった場合は、速やかに にて変更手続を行ってく

ださい。緊急を要する場合は、大学から学生個人に電話連絡することがあります。

⑥本専攻 ページ

本専攻からの一般的なお知らせを行うことがあります。

【 】

※その他、全学一斉休講などの通知が所定の方法で行われる場合がありますので、「Ⅰ 履修方法等」の

「 ．欠席・休講・補講」、「緊急時の通知方法」を常に参照できるようにしてください。

２．大学への問合せ・相談

①法科大学院事務所

事務所は、科目登録・授業・試験・成績など、学生生活全般に渡って質問や相談に応じています（原則とし

て、外部との取次はいたしません）。法科大学院事務所についての詳細は、「Ⅳ 学生生活」→「７．施設」→

「①法科大学院事務所」を参照してください。

②学生相談窓口

学生生活を送る上での悩みや心配事の相談や、諸々の意見や質問等を行える窓口を用意しています。寄せ

られた内容が外部に漏れることはありません。安心して相談してください。

連絡先：法科大学院事務所

： ：

（このメーリングリストには、学生担当教務主任も含まれています。）

なお、上記以外に「お問い合わせフォーム」（右記 コード）より、各種お問い合

わせ、相談を受け付けています。

③早稲田大学保健センター（ 号館：大隈ガーデンハウス裏）

保健センターは、学生の皆さんが健康な状態で大学生活を送るとともに、心身の健康を自己管理できるよ

う支援しています。その一環として、健康相談や、診療（保険診療）、急なケガや病気の対応など、日常的な健

康管理を支える体制を整えています。これらの利用方法や受付時間の詳細は、保健センター サイト、を参
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照ください。 また、保健センターでは毎年学生定期健康診断を実施しています。学生定期
健康診断は、個人の健康維持や疾患の予防・早期発見学内の感染症（結核など）のまん

延予防を目的とした、大切な健康管理の機会です。学生生活を安心して送るためにも、

毎年必ず受診してください。

【 】

④早稲田大学学生健康増進互助会

学生の健康増進を目的とした互助会であり、病気や怪我で保険診療を受けた場合、病院

で支払った保険適用分の医療費（自己負担分）の一部を給付しています。

詳細は、早稲田大学学生健康増進互助会 ページを参照してください。

【 】

⑤早稲田大学学生補償制度

１）早稲田大学学生補償制度（傷害補償）
大学の管理下にある教育研究活動中（正課中、学校行事中、学校施設内にいる間、

課外活動中（届出団体のみ）、通学中、施設間移動中等）の事故により怪我を受けた場

合等を補償する制度です。課外活動における事故にこの制度が適用される場合は、事前

に「課外活動届」を提出しなければなりません。

詳細は、早稲田大学学生補償制度（傷害補償） ページにて確認してください。

【 】

２）早稲田大学学生補償制度（賠償責任補償）
大学が認めたインターンシップ・教育実習・ボランティア活動中等に、他人にケガをさ

せたり、他人の財物を損壊したりすることにより被る法律上の損害賠償を補償する制度

です。なお、自宅から教育実習先への通学等、移動中の賠償責任 対人・対物補償 につ

いては、補償対象外となります。

詳細は、早稲田大学学賠補 ページにて確認してください。

【 】

３）人格権侵害担保特約
上記の補償制度には、皆さんが臨床法学実習中に、国内において次に掲げる不当な行為により、法律

上の損害賠償責任を負ったときでも、皆さんの経済的負担を和らげ、できるだけ教育研究活動に専念で

きるよう、保険金が支払われる人格権侵害担保特約（１事故および期間中 万円を限度に補償）が

付帯しております。

・不当な身体の拘束による自由の侵害もしくは名誉き損

・口頭、文書、図画もしくは映像その他これらに類する表示行為による名誉き損もしくはプライバシーの侵害

本特約に該当する事故が発生した場合は、法科大学院事務所にてご相談ください。

⑥ハラスメントの防止

本学では、「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドライン」を制定し、相談を受け付け、その解

決に取り組むだけでなく、パンフレットや サイト等での広報や、講演会等の催し物を通して、啓発・防止活

動を実施しています。

Ｑ ハラスメントって何ですか？
Ａ ハラスメントとは、性別、社会的身分、人種、国籍、信条、年齢、職業、身体的特徴等の属性あるいは広く人格に
関わる事項等に関する言動によって、相手方に不利益や不快感を与え、あるいはその尊厳を損なうことをいいま
す。大学におけるハラスメントとしては、性的な言動によるセクシュアル・ハラスメント、勉学・教育・研究に関連す
る言動によるアカデミック・ハラスメント、優越的地位や職務上の地位に基づく言動によるパワー・ハラスメントな
どがあります。

Ｑ ハラスメントって何で問題なのですか？
Ａ ハラスメントをされた側にとっては、安心して学習・研究・労働する環境が阻害され、悪影響が生じ、学習・研究・
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労働する権利の侵害、つまり、人権侵害になるからです。ごく気軽な気持ちでの行為や言動が、相手にとっては
耐えられない苦痛となっていることもあります。結果として、日常生活に支障をきたすことも少なくありません。

Ｑ 学生が加害者になることもありますか？
Ａ はい、ありえます。例えば、サークルのコンパで性的な言動を繰り返したり、飲酒を強要したり、交際をしつこく迫
った結果、相手が不快感を持った場合には、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントになりえます。

Ｑ 「ハラスメントかな」と思ったら？
Ａ あなた自身が被害に遭った時、友人からの相談を受けた時、また大学の取り組みについて質問や意見がある時
には、気軽に相談窓口に連絡して下さい。専門のスタッフが対応します。相談の流れなど、詳しい内容につきまし
ては、下記 サイトも参照してください。

■相談窓口 コンプライアンス推進室（学内）

初回相談は、電話・メール・ ・手紙、どの方法でも 。来室前なら匿名でも結構です。あなたのプライバ
シーと意向を最大限尊重します。来室希望の場合は、事前に電話またはメールで予約を入れて下さい。
【 】
【 】
【所在地】〒 新宿区西早稲田

早稲田キャンパス 号館 階

■相談窓口（学外）
株式会社 業務委託先

電話（平日 ～ ／土曜 ～ ）、 フォーム、メールでの相談が可能です（英語・中国語
可）。詳しくは下記 よりご確認ください。
【 】

⑦スチューデント・ダイバーシティ・センター（ＳＤＣ）

スチューデントダイバーシティセンターでは、人種、エスニシティ、国籍、ジェンダー、セクシュ

アリティ、障がいの有無、宗教、年齢などにかかわらず、多様な学生の豊かな学生生活環境

の確保と、多様な価値観や生き方を受容するキャンパスづくりの推進を目的に、下記３オフィ

スが連携し支援や啓発を行っています。お気軽にお問合せ、ご相談、ご来室ください。

・ＩＣＣ（異文化交流センター）
は、国境、国籍、文化の枠を越えてさまざまな学生同士が交流できるイベントやプ

ログラムを運営しています。異文化交流に関心のある皆さんの参加をお待ちしています。

号館 階にある ラウンジもお気軽にご利用ください。

場所： 号館 階 ：

・アクセシビリティ支援センター（ＡＲＣ）
視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、精神障がい、発達障がい、その他の障がい（失語症
や内部障がいなど）のある学生が、他の学生と同等の修学環境を得られるよう、合理的配慮
の調整をしています。合理的配慮について相談をしたい方はお問合せください。

○身体障がい部門
場所： 号館 階 ： ：

○精神・発達障がい部門
場所：１９号館１階 ： ：
開室時間：ウェブサイトをご覧ください。
【 】 （両部門共通）

・ジェンダー・セクシュアリティセンター（ センター）
センターは、早稲田大学の （性的マイノリティなど）学生や、ジェンダー・セクシュアリティに
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関心のある全ての人々（アライ含む）の居場所であり、誰もが自由に利用できるセーファースペース／リソ
ースセンターです。
学生スタッフとのおしゃべりや、書籍や雑誌などのリソースを利用したり、イベントに参加することができま
す。また、ジェンダーやセクシュアリティに関する疑問や違和感、心配事、現在や将来的なウェルネスなどの
相談に専門の職員が対応します。プライバシーは守られます。また、必要に応じて学内外の専門機関への橋
渡しを行います。

場所：【本館】 号館１階 【分館】 号館 階
：

開室時間：ウェブサイトをご覧ください。
【 】

３．拾得物の取り扱い

号館で落とし物をした場合、遺失翌日～ 、 週間は早稲田ポータルオフィス、その後は学生生活課で

保管されます。落とし主による引き取りがない場合は、拾得日から カ月保管した後に全て廃棄処分されます

ので、ご注意ください。

○早稲田ポータルオフィス（ 号館 階）
・開室時間
【授業期間中】月曜日～金曜日 ～

土曜日 ～ （日祝日・大学休業日は閉室）
【授業期間外】月曜日～金曜日 ～ （土日祝日・大学休業日は閉室）
・電話
・遺失物の照会先：

○学生生活課（ 号館（学生会館） 階 番カウンター）
・開室時間 月曜日～金曜日 ～ （土日祝日・大学休業日は閉室）

・遺失物の照会先：  
※対応に時間を要することから、お電話での遺失物の照会は受け付けていません。

 

― 28 ―



 29 

Ⅵ 学則等
※学則等大学の各規則は、在学中に改定される場合があります。

早早稲稲田田大大学学大大学学院院学学則則（（抜抜粋粋））

第第１１章章 総総則則

（設置の目的）

第１条 本大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その深奥を究めて、文化の創造、

発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

（専門職学位課程）

第２条の２ 本大学院に専門職学位課程をおく。

２ 前項の専門職学位課程は、専門職大学院と称することができる。

３ 専門職学位課程の標準修業年限は、２年とする。ただし、専攻分野の特性により必要があると認められる場合に

は、その標準修業年限を１年以上２年未満とすることができる。

４ 前項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、主として実務の経験を有する者に対して教育を行う場

合など、教育研究上の必要があると認められる場合は、研究科、専攻または学生の履修上の区分に応じ、標準修

業年限を１年以上２年未満または２年を超える期間とすることができる。

（法科大学院）

第２条の３ 前条の専門職学位課程のうち、専ら法曹養成のための教育を行うことを目的とするものを置く専門職

大学院は、当該課程に関し、法科大学院とする。

２ 法科大学院の標準修業年限は、前条第３項の規定にかかわらず、３年とする。

第第２２章章 教教育育方方法法等等

（教育方法）

第６条 本大学院の教育は、授業科目および学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」という。）によって

行うものとする。

（履修方法等）

第７条 各研究科における授業科目、単位数および研究指導ならびにこれらの履修方法は別表のとおりとする。

２ 学生の研究指導を担当する教員を指導教員という。

３ 本大学院の講義、演習、実習などの授業科目の単位数の計算については、早稲田大学学則（ 年４月１日

示達）第 条および第 条の規定を準用する。

（他研究科または学部の授業科目の履修）

第８条 当該学術院教授会または研究科運営委員会（以下「研究科運営委員会等」という。）において、教育研究

上有益と認めるときは、他の研究科の授業科目または学部の授業科目を履修させ、これを第 条、第 条の２、

第 条の３、第 条の４または第 条に規定する単位に充当することができる。

（授業科目の委託）

第９条 当該研究科運営委員会等において教育研究上有益と認めるときは、他大学の大学院（外国の大学の大学

院および国際連合大学を含む。）とあらかじめ協議の上、その大学院の授業科目を履修させることができる。

２ 前項の規定により履修させた単位は 単位を超えない範囲で、これを第 条に規定する単位に充当すること

ができる。

（専門職学位課程における単位認定）

第９条の２ 第８条の２および第９条第２項の規定にかかわらず、専門職学位課程においては、当該研究科運営委

員会等において教育研究上有益と認めるときは、本大学院に入学する前に本大学院または他大学の大学院（外

国の大学の大学院および国際連合大学を含む。）において修得した単位（科目等履修生として修得した単位を

含む。）および入学後に他大学の大学院（外国の大学の大学院および国際連合大学を含む。）において修得し

た単位を、当該課程の修了要件として定める単位の２分の１を超えない範囲で、第 条の２に規定する単位に

充当することができる。
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（法科大学院における単位認定）

第９条の３ 前条の規定にかかわらず、法科大学院においては、教育上有益と認めるときは、学生が入学後に他大

学の大学院（外国の大学の大学院および国際連合大学を含む。）において履修した授業科目により修得した単

位を、 単位を超えない範囲で法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、第 条の３

に規定する単位に充当することができる。ただし、 単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院

にあっては、その超える部分の単位数に限り 単位を超えて修得したものとみなすことができる。

２ 前条の規定にかかわらず、法科大学院においては、教育上有益と認めるときは、学生が法科大学院に入学する

前に本大学院または他大学の大学院（外国の大学の大学院および国際連合大学を含む。）において修得した単

位（科目等履修生として修得した単位を含む。）を、法科大学院における授業科目の履修により修得したものと

みなし、第 条の３に規定する単位に充当することができる。

３ 前項の規定により修得したものとみなすことのできる単位数は、本大学院において修得した単位以外のものにつ

いては、第１項の規定により本大学院において修得したとみなす単位数と合わせて 単位（第１項ただし書の規

定により 単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。

４ 前項までの規定にかかわらず、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者またはこれらの者と

同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者については、 単位（第１項ただし書の規定により 単位を

超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲で法科大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、

第 条の３に規定する単位に充当することができる。

（法学既修者）

第９条の４ 法科大学院においては、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者

（以下「法学既修者」という。）については、研究科運営委員会が認めた場合に限り、 単位を超えない範囲で

法科大学院が認める単位を修得したものとみなし、第 条の３に規定する単位に充当することができる。ただし、

単位を超える単位の修得を修了の要件とする法科大学院にあっては、その超える部分の単位数に限り 単

位を超えて修得したものとみなすことができる。

２ 前項の規定により法学既修者について修得したものとみなすことのできる単位数（前項ただし書の規定により

単位を超えてみなす単位を除く。）は、前条第１項および第２項の規定により修得したものとみなす単位数と合

わせて 単位（前条第１項ただし書の規定により 単位を超えてみなす単位を除く。）を超えないものとする。

３ 前項までの規定にかかわらず、認定連携法曹基礎課程を修了して法科大学院に入学した者またはこれらの者と

同等の学識を有すると当該法科大学院が認める者については、 単位（第１項ただし書の規定により 単位を

超えてみなす単位を除く。）を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなし、第 条の３に

規定する単位に充当することができる。

（単位の認定）

第 条 授業科目を履修した者に対しては、試験その他の方法によって、その合格者に所定の単位を与える。

（試験および成績評価）

第 条 授業科目に関する試験は、当該研究科運営委員会等の定める方法によって、毎学年末、またはその研究

科運営委員会等が適当と認める時期に行う。

２ 授業科目の成績は、Ａ＋、Ａ、Ｂ、ＣおよびＦの五級に分かち、Ａ＋、Ａ、ＢおよびＣを合格とし、Ｆを不合格とする。ただ

し、研究指導等の成績については、ＰおよびＱの二級に分かち、Ｐを合格とし、Ｑを不合格とすることができる。

第第３３章章 課課程程のの修修了了おおよよびび学学位位のの授授与与

（法科大学院の修了要件）

第 条の３ 前条の規定にかかわらず、法科大学院の課程の修了要件は、大学院に３年以上在学し、所定の単位

以上を修得し、法科大学院の定める教育課程を修了することとする。ただし、在学期間に関しては、第９条の３第２

項および第９条の４により単位の認定を受けた者について、研究科運営委員会が認めた場合に限り、１年を超え

ない範囲で短縮できるものとする。

２ 法科大学院は、第９条の３第２項の規定により法科大学院に入学する前に修得した単位（第 条の規定により

入学資格を有した後、修得したものに限る。）を法科大学院において修得したものとみなす場合であって当該単

位の修得により法科大学院の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間

その他を勘案して１年を超えない範囲で法科大学院が定める期間在学したものとみなすことができる。
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（専門職学位の授与）

第 条の２ 本大学院の専門職学位課程を修了した者には、修士（専門職）の学位を授与する。

２ 前項の規定にかかわらず、法科大学院を修了した者には、法務博士（専門職）の学位を授与する。

第第４４章章 教教員員、、運運営営委委員員会会おおよよびび職職員員

（担当教員）

第 条 本大学院における授業科目の担当は、本大学の教授、准教授、講師、助教、特任教授、客員教授、客員准

教授および客員講師が行う。ただし、特別の事情がある場合には、研究員が授業科目を担当することができる。

２ 本大学院における研究指導は、本大学の教授、准教授、特任教授、客員教授および客員准教授が行う。ただし、

特別の事情があるときは専任講師、講師（テニュアトラック）、講師（任期付）、客員講師または研究員が行うこと

ができる。

３ 第１項ただし書の規定により研究員に授業科目を担当させる場合または前項ただし書の規定により専任講師、

講師（テニュアトラック）、講師（任期付）、客員講師もしくは研究員に研究指導を行わせる場合は、教授会（大学

院規則第４条の３第２項の規定により、教授会が、研究科運営委員会の議決をもって、教授会の議決とすることと

した場合は、研究科運営委員会。次項において同じ。）の議を経なければならない。

４ 前項の専任講師、講師（テニュアトラック）、講師（任期付）、客員講師または研究員に研究指導を行わせる場合

の教授会の議決は、議決権者の３分の２以上が出席し、その出席者の過半数をもってしなければならない。この

場合において、外国出張中の者、休職中の者、病気その他の理由により引き続き２か月以上欠勤中の者は、議決

権者の数に算入しない。

第第５５章章 学学年年、、学学期期おおよよびび休休業業日日

（学年および学期）

第 条 本大学院の学年は、４月１日に始まり、翌年３月 日に終る。

２ 学年は次の２期に分ける。

春学期 ４月１日から９月 日まで

秋学期 ９月 日から翌年３月 日まで

３ 前項に定める各学期を前半および後半に分けることができるものとする。

（休業日）

第 条 定期休業日は、次のとおりとする。

一 日曜日

二 国民の祝日に関する法律（昭和 年法律第 号）に規定する休日

三 本大学創立記念日（ 月 日）

四 夏季休業 ８月上旬から９月 日まで

五 冬季休業 月下旬から翌年１月５日まで

六 春季休業 ２月上旬から３月 日まで

２ 夏季、冬季、春季休業期間の変更または臨時の休業日については、その都度公示する。

３ 休業日でも、特別の必要があるときは授業を行うことがある。

第第６６章章 入入学学、、休休学学、、退退学学、、転転学学、、専専攻攻のの変変更更おおよよびび懲懲戒戒

（入学の時期）

第 条 入学時期は、毎学期の始めとする。

（修士課程、専門職学位課程および一貫制博士課程の入学資格）

第 条 本大学院の修士課程、専門職学位課程および一貫制博士課程に入学することのできる者は、次の各号

のいずれかに該当する者でなければならない。

一 大学を卒業した者

二 学校教育法（昭和 年法律第 号）第 条第４項の規定により学士の学位を授与された者

三 外国において通常の課程による 年の学校教育を修了した者

四 外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府または
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関係機関の認証を受けた者による評価を受けたものまたはこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定

するものに限る。）において、修業年限が三年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学

位を授与された者

五 文部科学大臣の指定した者

六 大学に３年以上在学し、または外国において学校教育における 年の課程を修了し、本大学院において、所

定の単位を優れた成績をもって修得したものと認めた者（法科大学院においては、当該単位の修得状況およ

びこれに準ずるものとして当該法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有するかどうかを判

定するために実施する試験の結果に基づき、これと同等以上の能力および資質を有すると認める者を含む。）

七 各研究科において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

歳に達した者

（博士後期課程の入学資格）

第 条 本大学院の博士後期課程に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければな

らない。

一 修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学位を得た者

二 外国において修士もしくは修士（専門職）の学位またはこれに相当する学位を得た者

三 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を得た者

四 文部科学大臣の指定した者

五 各研究科において、個別の入学資格審査により、修士または修士（専門職）もしくは法務博士（専門職）の学

位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で、 歳に達した者

（保護者等）

第 条 保護者等（学生が学修研究活動を円滑に遂行していく上で、本大学院と連携し、学生を指導、支援する

立場の者をいう。以下同じ。）は、学生が在学中に本大学院の諸規則、指示および遵守事項を守るよう指導し、監

督する責任を負う。

２ 保護者等として不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

３ 保護者等が死亡し、またはその他の理由でその責務を果たし得ない場合には、新たに保護者等を選定して届け

出なければならない。

（在学年数の制限）

第 条 本大学院における在学年数は、修士課程および専門職学位課程にあっては４年、博士後期課程にあって

は６年、一貫制博士課程にあっては８年を超えることはできない。

２ 前項の規定にかかわらず２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻または学生の履修上の区分における

修士課程および専門職学位課程の在学年数にあっては当該標準修業年限の２倍を超えることはできないものと

する。

（休学）

第 条 病気その他の理由で引き続き２か月以上出席することができない者は、休学願書にその理由を付し、保護

者等と連署で所属する研究科の研究科長に願い出なければならない。

２ 休学は当該学年限りとする。ただし、特別の事情がある場合には、引続き休学を許可することがある。この場合、

休学の期間は通算し修士課程および専門職学位課程においては２年、博士後期課程および一貫制博士課程に

おいては３年を超えることはできない。

３ 前項の規定にかかわらず２年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻または学生の履修上の区分における

修士課程および専門職学位課程の通算年数にあっては当該標準修業年限を超えることはできない。

４ 休学者は、学期の始めでなければ復学することができない。

５ 休学期間は、在学年数に算入しない。

（任意退学）

第 条 任意に退学しようとする者は、理由を付し、保護者等と連署で願い出なければならない。

（措置退学）

第 条の２ 次の各号の一に該当する者については、退学の措置をとるものとする。

一 第 条に定める在学年数を満了した者

二 指導教員から博士後期課程および一貫制博士課程において研究指導を終了する旨の報告が教授会に対し

てされた者
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三 各研究科が定める一の学年から次の学年に進むための要件を満たすべき期間を満了した者

四 正当な理由がなく、各研究科が定める出席基準を満たさない者

五 学業を怠り、各研究科が定める必要単位数を一定期間に満たさない者

（懲戒）

第 条 学生が、本大学の規約に違反し、または学生の本分に反する行為があったときは懲戒処分に付することが

ある。

２ 懲戒は、訓告、停学、退学の３種とする。

３ 学生の懲戒手続に関する事項は、学生の懲戒手続に関する規程（ 年規約第 ― 号の１）をもって別

に定める。

（懲戒退学）

第 条 本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者は、懲戒による退学処分に付する。

（再入学）

第 条の２ 第 条または第 条の２第４号および第５号の規定により退学した者が再入学を志望したときは、

別に定める期間内に限り、選考の上これを許可することがある。ただし、退学した日の属する学期の翌学期の始

めにおいてこれを許可することはできない。

２ 第 条の規定により退学した者が再入学を志望したときは、これを許可しない。ただし、退学後別に定める期間

を経過し、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがある場合には、選考の上これを許可することがある。

３ 再入学を許可された者が退学または学費未納により抹籍となった場合、以後の再入学は認めない。ただし、特別

の事情がある場合はこの限りではない。

４ 第１項から前項までの規定により再入学を許可した場合においては、既修の科目の全部または一部を再び履修

させることがある。

（教授会の議）

第 条の３ 入学、退学、休学もしくは研究科の変更の許可または懲戒は、各教授会の議を経てこれを行う。懲戒に

よる退学とすべき事由がある者については、他の事由による退学を認めないものとする。

（入学取消）

第 条の４ 不正行為により本学に入学した者については、各教授会の決定により入学を取り消すことができる。

２ 入学取消に関する事項は、学生等の入学取消に関する規程 年 月６日規約第 — 号の５ をもって

別に定める。

第第７７章章 入入学学金金・・授授業業料料・・施施設設費費・・教教育育環環境境整整備備費費・・演演習習料料おおよよびび実実験験演演習習料料等等

（授業料等の納入期日）

第 条の２ 学生は、第 条の場合を除き、次の各号に掲げる学期に係る授業料、施設費、教育環境整備費、演

習料および実験演習料（以下「授業料等」という。）を当該各号に掲げる日までに大学に納めなければならない。

一 春学期 ４月 日

二 秋学期 月１日

（修業年限を超えて在学する者の授業料等）

第 条の２ 前２条の規定にかかわらず、修業年限を超えて在学する者の授業料等の額および納入期日は、細則

で定める。

（納入学費の取扱）

第 条 既に納入した授業料およびその他の学費は、事情のいかんにかかわらず返還しない。

（中途退学者の学費）

第 条 学年の中途で退学した者でも、その期の学費を納入しなければならない。

（抹籍）

第 条 学費の納入を怠った者は、抹籍することがある。
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大大学学院院ににおおけけるる学学費費等等のの取取扱扱いいにに関関すするる細細則則（（抜抜粋粋））

第４条 専門職学位課程以外の研究科における所定年限以上在学する学生（以下「延長生」という。）の授業料、

施設費、教育環境整備費、演習料および実験演習料（以下「授業料等」という。）の取扱いは、別表２の２のとお

りとする。

２ 専門職学位課程における延長生（法務研究科および法学研究科法曹養成専攻にあっては、第３学年に進級し

た年度から１年以内に修了できなかった者をいう。以下同じ。）の授業料等の取扱いは、別表２の３のとおりとする。

３ 法務研究科および法学研究科法曹養成専攻において、第１学年から第２学年および第２学年から第３学年に進

級できなかった者（以下「未進級生」という。）の授業料等の取扱いは別表２の４のとおりとする。

４ 未進級生が第２学年または第３学年に進級した後の授業料等は、未進級生と同一学年に在学する未進級生で

ない者の授業料等と同額とする。

別表２の３（第４条第２項関係）

学費 徴収する額

授業料

修了に必要な総単位数から前学期終了時まで

に取得した総単位数を差し引いた単位数が

４単位以下である者

延長生学費等算出基準学生が支払う金

額の ％に相当する金額

修了に必要な総単位数から前学期終了時まで

に取得した総単位数を差し引いた単位数が

５単位以上である者

延長生学費等算出基準学生が支払う金

額と同額

演習料および実験演習料 延長生学費等算出基準学生が支払う金額と同額

別表２の４（第４条第３項関係）

学費 徴収する額

授業料、

演習料および実験演習料

第１学年から第２学年に進級できなかった者
未進級生でない第２学年に在学する者

が支払う金額と同額

第２学年から第３学年に進級できなかった者
未進級生でない第３学年に在学する者

が支払う金額と同額

 
学学費費未未納納にによよるる抹抹籍籍のの取取扱扱いいにに関関すするる規規程程（（抜抜粋粋））

（抹籍となる時期および取扱い）

第２条 別表１の学期欄に掲げる学期の授業料、施設費、教育環境整備費、全学グローバル教育費、実験実習料、

学生読書室図書費、演習料および実験演習料（以下「授業料等」という。）ならびに基礎教育充実費を同表の納

入期日欄に掲げる日までに納付しない者は、同表の自動的に抹籍となる日欄に掲げる日に自動的に抹籍とし、

同表の退学とみなす日欄に掲げる日に遡り、措置退学とみなす。

２ 前項の規定にかかわらず、授業料等の納入期日にその納付を怠った者が、別表１に定める自動的に抹籍となる

日より前に、特別の事情によって抹籍の取扱いを願い出たときは、学術院の教授会（当該教授会が学部運営委

員会または研究科運営委員会の審議事項と定めた場合は学部運営委員会または研究科運営委員会。以下「教

授会等」という。）の議を経て抹籍とし、別表１に定める日に遡り、措置退学とみなすことができる。

３ 前項の規定による願い出をする者は、保護者等と連署で願い出なければならない。

（学費の延納）

第２条の２ 教授会等は、学生が納入期日までに学費の納入が困難であると認めるときは、その者の申請に基づき、

別表１の２の学期欄に掲げる学期に係る授業料等について、同表の納入期日欄に掲げる日まで納付期日を延

期することができる。

２ 前項の申請は、授業料等の納入期日までに行わなければならない。

３ 第１項の規定により延長された納入期日までに授業料等を納付しない者は、別表１の２の自動的に抹籍となる
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日欄に掲げる日に自動的に抹籍とし、同表の退学とみなす日欄に掲げる日に遡り、措置退学とみなす。

（未納学費を納入した者の取扱い）

第３条 第２条第１項および第２項ならびに第２条の２第３項の規定の適用を受けた者が、未納学費を納入したとき

は、教授会等の議を経て、未納学費の納入期日の属する期までの学籍を認めることができる。ただし、抹籍となる

日を超えることはできない。

（措置退学とみなされた者の再入学）

第４条 第２条第１項および第２項ならびに第２条の２第３項の規定の適用を受けた者が、再入学を志望したときは、

別に定める期間内に限り、選考の上これを許可することがある。ただし、退学とみなす日の属する学期の翌学期

の始めにおいてこれを許可することはできない。

２ 再入学を許可された者が退学または学費未納により抹籍となった場合、以後の再入学は認めない。ただし、特別

の事情がある場合はこの限りではない。

３ 第１項および第２項の規定により再入学を許可した場合においては、既修の科目の全部または一部を再び履修

させることがある。

（卒業または修了の要件を具備している者の抹籍の時期および取扱い）

第５条 卒業または修了の要件を具備しながら学費未納のため、卒業または修了を保留された者は、別表２に定め

る日に自動的に抹籍とし、別表２に定める日に遡り、措置退学とみなす。

別表１（第２条関係）

学期 納入期日 自動的に抹籍となる日 退学とみなす日

春学期 ４月 日 ９月 日 ３月 日

秋学期 月１日 翌年の３月 日 ９月 日

別表１の２（第２条の２第１項関係）

学期 納入期日 延期後の納入期日 自動的に抹籍となる日 退学とみなす日

春学期 ４月 日 翌年の１月９日 翌年の１月 日 ３月 日

秋学期 月１日 翌年の６月 日 翌年の７月１日 ９月 日

別表２（第５条関係）

卒業・修了月日 学費の納入期日 自動的に抹籍となる日 退学とみなす日

３月 日 前年の 月１日 ５月 日 前年の９月 日

９月 日 ４月 日 月 日 ３月 日

退退学学者者のの再再入入学学許許可可期期限限おおよよびび再再入入学学ままででにに経経過過すすべべきき期期間間にに関関すするる規規程程（（抜抜粋粋））

第１条 早稲田大学学則（ 年４月１日示達）第 条の２第１項および早稲田大学大学院学則（ 年教

務達第１号）第 条の２第１項の別に定める期間は、次の各号に定める学部、大学院等につき、退学した年度

の翌年度から起算して、それぞれ当該各号に定める期間とする。

四 一貫制博士課程、博士後期課程および法科大学院 ５年

第２条 前条の規定は、学費未納による抹籍の取扱いに関する規程（ 年教務達第 号）第２条第１項およ

び第２項ならびに第２条の２第３項の規定によって措置退学とみなされた者の再入学の許可に準用する。

第３条早稲田大学学則（ 年４月１日示達）第 条の２第２項ただし書および早稲田大学大学院学則

（ 年教務達第１号）第 条の２第２項ただし書の別に定める期間は、懲戒による退学処分に付された日

から起算して２年とする。
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